
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

とうほくふるさと情報
H２７年９月版①

～東京司法書士会でピックアップした東北関連の情報をお届けします～

 

 
和解仲介手続きによる和解仲介事例ｅｔｃ． 

 
 原発事故による損害賠償の請求については、東京電力に対する直接請求が困難なケース 

でも、「原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）」を利用しての和解仲介手 

続きで請求が認められることがあり、例えば、以下のような事例が発表されています。 

（平成 27 年 3 月 4 日成立事例 1054 より） 

  

   避難等対象区域外（岩瀬郡鏡石町）から、原発事故直後に避難を開始した夫婦の方及び未成年の子

ども達（うち１名は事故後に出生）について、避難継続の合理性を認め、平成２４年６月までの生活費増

加費用、避難雑費が賠償された事例。 

①平成２３年３月１１日～同年１２月３１日までの避難費用、生活費増加費用、精神的損害の賠償 

②放射線測定器購入費用が認められた 

  ③平成２４年１月１日～同年６月３０日までの生活費増加費用（面会交通費、二重生活に伴う生活費増加

分、自家消費野菜）、避難雑費の賠償が認められた。 

   上記期間の上記項目の和解金（弁護士費用も含む）として３５５万円余りが認められました。 

 

※但し、類似の事案であっても、必ずしも同様の賠償内容となるわけではあ 

りませんのでご注意ください。 

 

 

司法書士は、「原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）」における 

手続きの代理、また、「原子力損害賠償紛争解決センター（ADR センター）」に 

提出する書類の作成に応じることができます。東京電力が提示する損害賠償金額 

にご不満がある方は、本紙掲載の司法書士相談センターまでご連絡ください。 

                              

 

発行：東京司法書士会



福 島 

宮 城 岩 手 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋調査研究船「かいれい」一般公開 

 

宮古港開港４００周年記念事業として、（１）深海

調査研究船「かいれい」、（２）無人探査機「かいこ

うＭＫ－Ⅳ」が岩手県内で初めて公開されます。 

 

・開催日：平成２７年９月２０日（日） 

・場所：宮古港藤原ふ頭 

・時間：１０：００～１６：００（受付終了１５：３０） 

・グッズ販売予定 

（宮古市ホームページより抜粋） 

ツール・ド・東北 2015 開催 
 

 三陸の雄大な自然の中を自転車で走りながら、被災

地域の「今」を見て感じることのできる「ツール・ド・東北

2015」が開催されます。 
 コースは、気仙沼から石巻までを含む全５コース。 

・開催日：平成２７年９月１２日（土）、１３日（日） 

・9 月 12 日：前日受け付け、会場イベント開催、9 月 13

日：ライド本番、会場イベント開催 

※会場イベントは、石巻専修大学内を予定 

（大会ホームページより抜粋                  

  http://tourdetohoku.yahoo.co.jp/2015/info/） 

いわきわくわく食育フェスタ！開催 
 

食の大切さを見直し、食に関する正しい情報を適切に判断する力を養い、健全な食生活を実

践していくための食育を支援するため「食育は楽しみながら」をテーマに、第 2 回 「いわきわくわ

く食育フェスタ！」が開催されます。当日は、食育講演会や「笑顔がごちそうフォトコンテスト」表彰

式などが開催される予定です。 

日時：平成 27 年 9 月 5 日（土） 12:00～16:00 

場所：いわき市総合保健福祉センター （いわき市内郷高坂町四方木田 191） 

（いわき市ホームページより） 

●東京司法書士会総合相談センター(四谷・金曜 17 時～20 時） 

  ご予約電話番号：０３－３３５３－９２０５ 
  予約受付時間：平日午前９時～１２時、午後１時～５時 

  場所：東京都新宿区本塩町 9-3（ＪＲ・東京メトロ 四ツ谷駅 徒歩約４分） 

●三多摩総合相談センター（立川） 

  ご予約電話番号：０４２－５４８－３９３３ 
  予約受付時間：平日午前１０時～午後４時 

  場所：東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第３ビル 202-A 

    （ＪＲ 立川駅 北口 徒歩６分、多摩都市モノレール 立川北駅 徒歩５分） 

面談による相談（予約制） 

電話番号：０３－３３５３－２７００ 

相談時間：平日 午前１０時～午後３時４５分 ※通話料はご相談者様の自己負担となります。 

電話による相談


